
 
財政局会計年度任用職員に関する要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、川崎市会計年度任用職員の取扱いに関する基本

要綱（３１川総人第１１４５号）第２２条の規定に基づき、同要綱そ

の他別に定めるもののほか、財政局が所管する会計年度任用職員（以

下「会計年度任用職員」という。）の職務、勤務条件等に関し、必要

な事項を定めるものとする。  

 

（業務内容、勤務時間等）  

第２条 会計年度任用職員の業務内容、定数、勤務場所、勤務時間等は、

別表第１に定めるとおりとする。  

 

（給料又は基本報酬の額）                                                                                                                             

第３条  月額で支給する会計年度任用職員の給料又は基本報酬の額は、

別表第２に定める相当する表級号の範囲内において、本市職員とし

ての経験月数（採用の日前３年間の範囲内に限る。）を考慮して決定

した準用する表級号に定める額に、当該職員の１週間当たりの勤務

時間を３８．７５時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。  

 

（半日単位の年次休暇）  

第４条  会計年度任用職員は、半日を単位として年次休暇を受けるこ

とができる。  

２ 半日単位の年次休暇は、正午で区分し、２回をもって１日の年次休

暇とする。  

 



 
（委任）  

第５条  川崎市会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱及びこの

要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、財

政局長が定める。  

 

附 則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和２年４月２２日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

   附  則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年５月８日から施行する。  

（経過措置）  

２ この改正要綱の施行の日前に改正前の要綱第２条第２項の規定に

より、勤務時間の変更を行っている会計年度任用職員については、任用

期間満了の日までの間、なお従前の例による。  

   附  則  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 



 
 

別表第１（第２条関係）  

職名 業務内容 
定

数 
所管課 

勤務 
場所 

１週間の

勤務時間 
勤務時間 

(休憩時間) 
勤務日 週休日 

公有地調整業

務会計年度任

用職員 

(1)公拡法等による届出に関

する業務 
(2)国土法等による届出に関

する業務 
(3)公共用地先行取得等事業

特別会計に関する業務 
(4)その他必要な業務 
 

2 資産管理

部資産運

用課 

資産管理

部資産運

用課 

28 時間

45 分 
(1)9:00~15:45 
(休憩 12:00~ 
13:00) 
(2)10:30~17:15 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

月曜日か

ら金曜日

までの週

5 日 

土曜日及

び日曜日 

公有財産台帳

整備事務会計

年度任用職員 

(1)公有財産台帳の整備に関す

る業務 
(2)その他必要な業務 

1 資産管理

部資産運

用課 

資産管理

部資産運

用課 

28 時間

45 分 
9:15~16:00 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

月曜日か

ら金曜日

までの週

5 日 

土曜日及

び日曜日 

滞納整理指導

会計年度任用

職員 

(1)高額滞納事案等に対する具

体的整理方法の指導に関する

業務 
(2)換価に係る指導に関する業

務 
(3)不服申立等に対する検討及

び助言に関する業務 
(4)職員を対象とした各種研修

の資料作成及び講師に関する

業務 
(5)国税機関との連携及び情報

の収集に関する業務 
(6)その他所属長が指示する業

務 
 
 

1 税務部税

制課 
収納対策

部収納対

策課 

月 90 時

間 
8:30~17:00 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

１箇月間

のうち

12 日 

土曜日、

日曜日及

び勤務が

割り振ら

れない日 

税務証明等業

務会計年度任

用職員 

(1)市税(個人の県民税を含

む。)の証明・閲覧等に関する

業務 
(2)その他管理係（管理担当）

に係る業務で、市民税課窓口

渉外担当課長（こすぎ市税分

室は分室長）が指示する業務 
 
 
 
 
 

29 税務部税

制課 
各市税事

務所市民

税課、こ

すぎ市税

分室管理

担当及び

各区市税

証明発行

コーナー 

29 時間

00 分 
(1)8:30~16:45 
(休憩 11:00~ 
14:00 内で 1 時

間) 
(2)9:00~17:15 
(休憩 11:00~ 
14:00 内で 1 時

間) 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週 4 日 

土曜日、

日曜日及

び指定す

る曜日 



 
軽自動車税業

務補助員 
(1)原動機付自転車及び小型特

殊自動車に係る申告書の入

力、入力内容の確認及び申告

書の整理に関する業務 
(2)軽自動車税申告書（運輸支

局・軽自動車検査協会扱い

分）の入力、入力内容の確認

及び申告書の整理に関する業

務  
(3)官公署からの照会・回答に

関する業務  
(4)各種通知書の送付に関する

業務  
(5)各種通知書の不達返戻調査

に関する業務  
(6)その他市民税課長が指示す

る業務  

1 税務部税

制課 
かわさき

市税事務

所市民税

課 

28 時間

45 分 
9:15~16:00 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

月曜日か

ら金曜日

までの週

5 日 

土曜日及

び日曜日 

法人課税業務

補助員 
(1)申告書等の送付、受理等に

関する業務 
(2)申告書等の入力、整理等に

関する業務 
(3)課税資料等の収集に関する

業務 
(4)その他法人課税課長が指示

する業務 

1 税務部税

制課 
かわさき

市税事務

所法人課

税課 

28 時間

45 分 
9:15~16:00 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

月曜日か

ら金曜日

までの週

5 日 

土曜日及

び日曜日 

固定資産事務

補助会計年度

任用職員 

(1)固定資産課税台帳の処理に

関する業務 
(2)課税資料等の収集に関する

業務 
(3)償却資産申告書の送付、受

理に関する業務 
(4) その他資産税担当課長が

指示する業務 

1 税務部税

制課 
こすぎ市

税分室資

産税担当 

28 時間

45 分 
9:15~16:00 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

月曜日か

ら金曜日

までの週

5 日 

土曜日及

び日曜日 

市税領収事務

員 
(1)納税課窓口における現金の

収受に関する業務 
(2)上記(1)に基づく領収書の

作成及び交付に関する業務 
(3)納税課窓口における納付書

の作成及び交付に関する業務 
(4)上記(1)から(3)に関する滞

納管理システムへの記事情報

の登録に関する業務 
(5)日計業務における領収現在

高集計に関する業務 
(6)その他納税（担当）課長が

指示する業務 

4 税務部税

制課 
各市税事

務所納税

課及びこ

すぎ市税

分室納税

担当 

28 時間

45 分 
9:15~16:00 
(休憩 12:00~ 
13:00) 

月曜日か

ら金曜日

までの週

5 日 

土曜日及

び日曜日 



 
 

別表第２（第３条関係）  

会計年度任用職員（月額）の相当する表級号の範囲  

職名  ラン ク  相当 する 表級 号の 範 囲  
公有地調整業務会計年度任

用職員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

公有財産台帳整備事務会計

年度任用職員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

滞納整理指導会計年度任用

職員 非該当 行政職給料表（１）２級１０７号給～１１２号給 

税務証明等業務会計年度任

用職員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

軽自動車税業務補助員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 
法人課税業務補助員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 
固定資産事務補助会計年度

任用職員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

市税領収事務員 Ｅ 行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

 


